
JP 4148889 B2 2008.9.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃すべきショッピング・カートが搬入されて清掃済みの状態で取り出されるコンテナ
を含み、搬入された該ショッピング・カートを清掃するための装置が該コンテナ内に設け
られる、ショッピング・カート用またはそれに類した搬送装置用の移動清掃システムであ
って、
　前記コンテナは、前記ショッピング・カートを搬送するためのコンベア装置を有してお
り、該コンベア装置は、前記コンテナの縦軸に対して実質的に平行に配置された２つのト
ラックを含み、
　前記２つのトラックは、前記ショッピング・カートが前記縦軸から水平方向にオフセッ
トされて搬送されるよう、第３のトラックによって互いに結合されており、該第３のトラ
ックは、前記コンテナの縦軸を実質的に水平方向に横切るよう配置される、
　移動清掃システム。
【請求項２】
　前記コンベア装置は、前記コンテナの床面に組み込まれることを特徴とする、
　請求項１に記載の移動清掃システム。
【請求項３】
　前記コンベア装置（２０４）は、少なくとも１つの更なる区画において、前記ショッピ
ング・カートを、前記コンテナ（４０２）の縦軸に実質的に平行に該コンテナ（４０２）
内へ搬送し、かつ、少なくとも１つの第３の区画において、該ショッピング・カートを、
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前記コンテナ（４０２）の縦軸に実質的に平行に該コンテナ（４０２）の外へ搬送するこ
とを特徴とする、
　請求項１または２に記載の移動清掃システム。
【請求項４】
　前記清掃すべきショッピング・カートを導入するための入口（４０２ｂ）、および前記
清掃済みのカートのための出口（４０２ｃ）は、前記コンテナ（４０２）の同一の側面（
４０２ａ）に配置されることを特徴とする、
　請求項１から３のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項５】
　前記入口（４０２ｂ）および前記出口（４０２ｃ）は、前記コンテナ（４０２）の接続
された開口部により形成されることを特徴とする、
　請求項１から４のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項６】
　前記コンテナ（４０２）は、実質的に平行六面体の形状を有しており、
　前記ショッピング・カートのための前記入口（４０２ｂ）および前記出口（４０２ｃ）
の両方が、該コンテナ（４０２）の一端面（４０２ａ）に配置されることを特徴とする、
　請求項１から５のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項７】
　２つの異なる液状媒体を分離するメンブレンを備える液体タンク（３２０）が、前記コ
ンテナ（４２０）内の、前記入口（４０２ｂ）および前記出口（４０２ｃ）から離れた領
域に設けられることを特徴とする、
　請求項１から６のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項８】
　前記ショッピング・カートが設定された所要時間で処理される、少なくとも２つの空間
的に離れたステーション（１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／
または１１４）が、前記コンテナ（４０２）内に設けられることを特徴とする、
　請求項１から７のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項９】
　水平に積み重なった列で前記移動清掃システムに搬入された前記ショッピング・カート
を自動的に分離するための装置（１２４、１２６、および／または１２８）が、前記コン
テナ（４０２）の入口側に設けられることを特徴とする、
　請求項１に記載の移動清掃システム。
【請求項１０】
　前記分離装置は、前記列の一番目のショッピング・カートを該列から分離させることを
特徴とする、
　請求項９に記載の移動清掃システム。
【請求項１１】
　水平に積み重なった列を形成するように、前記コンテナ内（４０２）で分離された状態
で処理された前記ショッピング・カートを回収および／または結合するための装置が、該
コンテナ（４０２）の出口側に設けられることを特徴とする、
　請求項９または１０に記載の移動清掃システム。
【請求項１２】
　一端部が少なくとも前記コンテナの床面の高さに自動的に上昇することのできるコンベ
ア斜面と、
　前記ショッピング・カートを搬送するために前記コンベア斜面に取り付けられた、少な
くとも１つの搬送シャックル装置と、
　前記コンベア斜面の床面に配置された、前記ショッピング・カートのための少なくとも
１つの留め具と、を含む、
　請求項９から１１のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項１３】
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　高さを調節することができ、脇に折り畳んでおいたり、または丸めておいたりすること
のできる隔離仕切り（１１６）が、前記移動清掃設備（１０１）の個々のステーション（
１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／または１１４）の間に挿入
されることを特徴とする、
　請求項１から１２のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項１４】
　ヒンジ付斜面（１２０および／または１２２）、つり上げプラットホーム、上昇シリン
ダ（３０４）、コンベア・ベルト（２０４）、および／またはウィンチ（３０２）のよう
な、電気、油圧、および／または空気圧により駆動される送給装置および／または取出装
置が、前記ショッピング・カートの取入れ（４０２ｂ）および取出し（４０２ｃ）のため
に設けられることを特徴とする、
　請求項１から１３のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項１５】
　前記ショッピング・カートの送給および取出しと、前記移動清掃設備（１０１）の個々
のステーション（１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／または１
１４）の作業順序とを時間的に調整し、かつ制御する中央調整制御システムが設けられる
ことを特徴とする、
　請求項１から１４のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項１６】
　前記ショッピング・カートに加えて、ショッピング・バスケット、配膳カート、飲料用
ボックス、梱包用箱、樽、ボイラ、タンク、ゴミ箱、および／またはあらゆる種類のコン
テナのような、あらゆる種類の商品、品物および物体のための車両、貯蔵および／または
輸送コンテナを清掃することができることを特徴とする、
　請求項１から１５のいずれかに記載の移動清掃システム。
【請求項１７】
　ショッピング・カートを清掃するための方法であって、
　前記ショッピング・カートは、コンテナ内に搬入されて、清掃後に該コンテナから取り
出され、
　該搬入されたショッピング・カートを清掃するための装置が該コンテナ内に設けられて
おり、
　前記コンテナ内において清掃されるべき前記ショッピング・カートは、該コンテナ内に
おいて、該コンテナの縦軸に実質的に平行に配置された２つの区画および該コンテナの縦
軸を実質的に水平方向に横切るよう配置されたさらなる区画に沿って搬送される、
　方法。
【請求項１８】
　前記ショッピング・カートを、前記コンテナの床面に組み込まれたコンベア装置により
搬送することを特徴とする、
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つの更なる区画において、前記ショッピング・カートを、前記コンテナ（
４０２）の縦軸に実質的に平行に該コンテナ（４０２）内に搬送し、少なくとも１つの第
３の区画において、該コンテナ（４０２）の縦軸に実質的に平行に該コンテナ（４０２）
の外へ搬送することを特徴とする、
　請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　清掃すべき前記ショッピング・カートの送給、および清掃済みの該ショッピング・カー
トの取出しを、前記コンテナ（４０２）の同一の側面（４０２ａ）で行うことを特徴とす
る、
　請求項１７から１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
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　前記ショッピング・カートの送給および取出しを、前記コンテナ（４０２）の接続され
た開口部（４０２ｂ、４０２ｃ）によって行うことを特徴とする、
　請求項１７から２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　前記コンテナ（４０２）は、実質的に平行六面体の形状を有しており、
　前記ショッピング・カートの送給および取出しを、前記コンテナ（４０２）の同一の端
面（４０２ａ）で行うことを特徴とする、
　請求項１７から２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　前記ショッピング・カートを、前記コンテナ（４０２）内の少なくとも２つの空間的に
離れたステーション（１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／また
は１１４）において、設定された所要時間で処理することを特徴とする、
　請求項１７から２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　水平に積み重なった列の状態で前記ショッピング・カートを送給するステップと、
　水平に積み重なった列で送給された前記ショッピング・カートを自動的に分離して、該
コンテナ（４０２）内で、該ショッピング・カートを分離した状態で処理することができ
るようにするステップと、
　を含むことを特徴とする、
　請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記分離中に、前記列の一番目のショッピング・カートを該列から分離することを特徴
とする、
　請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記分離した状態で前記コンテナ内（４０２）において処理された前記ショッピング・
カートを回収および／または結合して、水平に積み重なった列を形成するステップを含む
ことを特徴とする、
　請求項２４または２５に記載の方法。
【請求項２７】
　ａ）前記積み重なった列をコンベア斜面上の留め具まで押し上げるステップと、
　ｂ）前記列の最後のショッピング・カートに対し、コンベア・シャックルを閉じるステ
ップと、
　ｃ）前記コンベア斜面のコンベア端部を、少なくとも前記コンテナの床面の高さまで上
昇させるステップと、
　ｄ）前記留め具を解除するステップと、
　ｅ）前記列を前方に搬送するステップと、
　ｆ）前記列の一番目のショッピング・カートが前記留め具を通過した後に、該留め具を
自動的に直立状態に戻して、該列を該留め具により止めるステップと、
　ｇ）前記列から分離された前記ショッピング・カートを、洗浄設備内へ搬送するステッ
プと、
　ｈ）ステップｄ）からｇ）を繰り返して、後続のショッピング・カートを前記洗浄設備
内へ搬送するステップと、
　を含むことを特徴とする、
　請求項２４から２６のいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　前記ショッピング・カートの取入れ（４０２ｂ）および取出し（４０２ｃ）を、電気、
油圧、および／または空気圧により駆動される送給装置および／または取出装置（１２０
、１２２、２０４、３０２、および／または３０４）により行うことを特徴とする、
　請求項２４から２７のいずれかに記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、清掃設備のプロセス技術の分野に関し、より具体的には、複数の清
掃ステーションから構成されたショッピング・カート用の移動清掃システムであって、個
々のステーションの新規な循環型配置を用いることにより、処理上の利点を得て清掃シス
テム全体の経済効率を上げる、ショッピング・カート用の移動清掃システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下で使用される「ショッピング・カート」という用語は、今日、大型店、食料品店、
およびスーパーマーケットで主に使用されている、顧客が店で選んだ商品をレジに運ぶの
を容易にし、またオプションとして、レジで購入した商品を店の前に駐車した車に運ぶの
を容易にするための搬送用コンテナを示す。ショッピング・カートは頻繁に使用され、し
かもカート内に商品の残りかすがごみとして残されるため、カートは短時間で汚れてしま
う。そのため、衛生上および健康上の理由から、使用したショッピング・カートを定期的
に完全に清掃して、食品衛生規則を満たす必要がある。
【０００３】
　本発明は、同様に、ボックス、クレート（crate、梱包用箱）、および他のコンテナ等
の、同等の搬送用の装置(transport device)の清掃に関連する。
【０００４】
　従来のショッピング・カートは、化学洗浄剤を使用して手でこすり洗いしなければなら
なかったが、清掃プロセスをより効率的に行う、大幅に簡便化された全自動清掃設備が、
現在ますます多く使われるようになっている。さらに、全自動清掃設備を使用すると、店
で雇用する清掃員の大部分を不要とすることができる。
【０００５】
　清掃すべきショッピング・カートが店によって異なる場所に配置されており、その場所
で清掃しなければならないため、自動清掃設備を使用場所まで運ぶ必要がある。
【０００６】
　従来の、あらゆる種類のショッピング・カート用の移動清掃洗浄設備は、一般に、少な
くとも１つの清掃ステーション、ポンプを有する水処理設備、弁、フィルタ、配管、コン
テナおよび／または計測器、制御ユニット、これらの部品を据え付けるハウジング、およ
び該ハウジングを取り付ける搬送装置を備える。
【０００７】
　従来技術によれば、カートの自動清掃の問題に対する種々の解決策が利用可能であるが
、これらの解決策は、それぞれ、特定の用途について最適化されたものである。したがっ
て、これらの解決策のそれぞれに何らかの制限が伴う。これらの解決策の最も重要な点を
一般的な観点で説明するには、それらの最も重要な側面について簡単に言及する必要があ
る。
【０００８】
　ドイツ特許第ＤＥ１９８５７９１５Ａ１号で提案される発明は、洗浄液または水処理設
備と、接続管とを備える洗浄ボックスがベース・フレームに取り付けられ、このベース・
フレームが搬送装置に取り付けられる、あらゆる種類のショッピング・カート用の移動清
掃洗浄設備に関する。ショッピング・カートを清掃するために、移動清掃洗浄設備は、所
望の使用位置で、搬送装置の前にあるベース・フレームの支持部に配置されるか、または
清掃中も搬送装置上に載せられたままとなる。
【０００９】
　ドイツ実用新案出願第ＤＥ２９８１２６８３Ｕ１号には、特に、ショッピング・カート
、メッシュ・ボックス、および商品バスケットを清掃するのに使用することのできる移動
洗浄コンテナが開示されている。この移動洗浄コンテナは、標準的なユーロコンテナ（Ｅ
ｕｒｏｃｏｎｔａｉｎｅｒ）である。残留している屑が吸込ファンにより回収トレイに送



(6) JP 4148889 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

られると、清掃されるべき搬送用コンテナが洗浄設備を通って移動される。この洗浄設備
は、高圧ジェット、可動で調節可能な洗浄ブラシ、消毒薬ジェット、乾燥空気ダクト、お
よび清掃すべき搬送用コンテナの車輪および車輪のピボットに噴霧するための噴油装置を
含む。清掃すべき搬送用コンテナに、消毒薬ジェットによって消毒薬を噴霧することによ
り（消毒薬ジェットは、この目的のために特に設けられている）、さらに衛生が確保され
るようにしている。水処理プロセスを行う再循環水清掃装置もまた、移動洗浄コンテナに
組み込まれる。この洗浄コンテナは、独立した電源を有するため、外部電源装置に頼るこ
となく、どこででも使用することができる。
【００１０】
　ドイツ実用新案出願第ＤＥ２９９０１２８２Ｕ１号は、独自の電源ユニットを備えたシ
ョッピング・カート用洗浄システムに関する。これは、好ましくは、開示された洗浄シス
テムに含まれる電気部品、空気圧駆動の（pneumatic）部品および油圧駆動の（hydraulic
）部品を操作するために電流を発生させるディーゼル・ユニットである。洗浄システムは
、使用済みの洗浄液を浄化する浄化部品を含むので、洗浄液を交換する頻度が少なくて済
む。さらに、噴射空気乾燥システムを組み込んで、洗浄後にショッピング・カートを乾燥
させる。また、該洗浄システムは、車輪および車軸を潤滑する部品を含む。
【００１１】
　ドイツ特許出願第ＤＥ３８２８０３５Ｃ２号は、配膳用カート（serving trolley）、
航空機のケータリング用のカート（catering trolley）、キッチン・カート、およびこの
種の食品を搬送する車を清掃するために、地面に直接置くことのできる装置を開示してい
る。この装置では、該搬送用の車両が、斜面を介して清掃装置に手で送られ、その後自動
的に開けられ、前洗浄、洗浄、すすぎ、乾燥が行われて、再び斜面を介して手で取り出さ
れる。清掃装置は、清掃すべきカートの前洗浄、洗浄、すすぎ、乾燥を行うための連続的
に配置されたステーションを備える。清掃装置内では、清掃装置の床面に据え付けられた
コンベア（搬送）手段により、少なくとも洗浄プロセスを行う領域と乾燥プロセスを行う
領域との間で、カートが該装置内を移動する。この特許出願の基になる解決策は、吸込ノ
ズルを介して洗浄液を受ける１つまたは複数の回収タンクと他の更なるポンプとが中間タ
ンクに接続され、この中間タンクが圧力ポンプを介して接続されて、洗浄領域とすすぎ領
域の両方に取り付けられた噴霧ノズルに洗浄液を配給したり循環させたりする点をも特徴
とする。
【００１２】
　ショッピング・カート用の移動清掃設備が米国特許第４８０７３１９号に開示される。
このシステムでは、ショッピング・カートが、コンテナの長辺上で清掃設備に押し込まれ
、該コンテナの縦軸に平行なコンベア・ベルトによりコンテナ内の洗浄設備を通って搬送
され、最終的に反対側で、清掃済みの状態でコンテナから取り出される。
【００１３】
　ドイツ特許第ＤＥ１９９３６９０６号からは、清掃すべき物体が、洗浄設備を通過する
間、実質的に垂直な経路に沿って搬送される「小型コンテナ」用清掃設備を知ることがで
きる。
【特許文献１】ドイツ特許第ＤＥ１９８５７９１５Ａ１号
【特許文献２】ドイツ実用新案出願第ＤＥ２９８１２６８３Ｕ１号
【特許文献３】ドイツ実用新案出願第ＤＥ２９９０１２８２Ｕ１号
【特許文献４】ドイツ特許出願第ＤＥ３８２８０３５Ｃ２号
【特許文献５】米国特許第４８０７３１９号
【特許文献６】ドイツ特許第ＤＥ１９９３６９０６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、経済的かつ容易に製造することができ、プロセス技術に関して好まし
い方法で、清掃すべき品物を据付設備に送り、かつ該据付設備から取り出すことのできる
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、搬送用のコンテナ用の、特にショッピング・カート用の移動清掃設備を提供することで
ある。
【００１５】
　この目的は、独立の請求項の特徴により達成される。有利な実施形態は、従属の請求項
により規定される。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、経済的かつ容易に製造することができ、前の段落で述べた目的を達成する、
搬送用コンテナのための移動清掃洗浄設備を開示する。
【００１７】
　この移動清掃設備を使用することにより、特に、水平に積み重なった列で移動清掃設備
に送給され、清掃後に移動清掃設備から取り出されるショッピング・カートは、効率的か
つ迅速に清掃される。水平に積み重なった列で移動清掃設備に送給された清掃すべきショ
ッピング・カートは、自動的に分離される。移動清掃設備から再び列になって取り出され
る清掃済みのショッピング・カートは、自動的に積み重ねられることができる。したがっ
て、移動清掃設備は、完全に独立した動作で１日に約２０００個のショッピング・カート
を清掃するのに適したものとなっている。
【００１８】
　本発明に従う移動清掃設備の洗浄装置はＵ字型構成を有するので、洗浄装置の入口と出
口とが、移動清掃設備の同一の端部に配置される。これにより得られる処理上の利点は、
汚れたカートを該設備に送給するときと同一の場所で、清掃済みのショッピング・カート
を移動清掃設備から取り出すことができることである。したがって、清掃されて積み重ね
られたカートは、汚れたカートが清掃のために積み重なった形で送給されたときと同一の
場所から回収されるので、定められた回収場所に清掃済みのカートを手で押し戻すという
時間のかかる作業が不要になる。
【００１９】
　洗浄装置の構成は、前記のＵ字型に限定されない。洗浄装置の他の水平な搬送経路が可
能である。例えば、カートがコンテナの一端部から該コンテナに挿入され、最初に、該コ
ンテナ内で該コンテナの縦軸に平行に搬送され、次に、該コンテナの縦軸をほぼ横切る方
向に走行区画をたどり、最後に、再び該縦軸に平行な経路をたどって入口とは反対側で該
コンテナから出るように、洗浄装置を構成することができる。
【００２０】
　洗浄装置が、コンテナの縦軸を横切って配置された複数の走行区画を有することも可能
である。これは、例えば、洗浄装置を通る一種の曲がりくねった経路の形状で設けられる
ことができる。
【００２１】
　あらゆる種類のショッピング・カート用の移動清掃設備を動作させる準備が整うと、先
に自動的に分離されたカートが、チェーンまたはベルト・コンベアにより設備内に搬送さ
れ、事前設定されたプログラム順序に従って空気噴射され、清掃または洗浄され、すすぎ
が行われ、乾燥が行われ、締めくくりの特定の処理（消毒薬および／または潤滑油の噴霧
）が行われる。その後、清掃済みのカートは、チェーンまたはベルト・コンベアにより清
掃設備から取り出され、自動的に積み重ねられる。これらのプロセスは、所望数のカート
の清掃が終わるまで、移動清掃設備のメンテナンスが必要となるまで、または、浄水、洗
浄液、消毒薬および／または潤滑油、ヒーティング・オイル、圧縮空気等の使用可能な供
給分を使い果たして補充が必要となるまで繰り返される。
【００２２】
　カートを洗浄設備に供給し、かつ洗浄設備から取り出すことに関し、本発明は、実施形
態に応じて以下の特徴を有する。
【００２３】
　水平に積み重なったショッピング・カートの列を受け取るために、コンベア斜面が設け
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られる。ばね荷重された留め具（spring loaded stop）が、コンベア斜面の床面に配置さ
れる。カートの列のための案内装置をコンベア斜面に取り付けることもできる。積み重な
ったカートは、コンベア斜面上の留め具まで手で押し上げられる。
【００２４】
　カートを固定して(fasten)前方へ搬送するために、シャックル（shackle）、ケーブル
、および直線案内ユニット（linear guidance unit）を含む自動コンベア・シャックル装
置が設けられる。カートを固定して搬送するためのコンベア・シャックルは、最初は閉じ
られている。シャックルは、例えば、列の最後のカートに直接係合することができる。コ
ンベア・シャックルはケーブルにより駆動され、直線案内ユニットは、カートの移動シー
ケンスを案内するよう動作する。
【００２５】
　次に、コンベア斜面のコンベア端部が、例えばケーブル・ウィンチ(cable winch)によ
り、洗浄設備の高さまで上昇する。このコンベア斜面の上昇のために、案内装置が設けら
れる。該斜面の反対側の端部にローラが設けられるのが好ましく、該斜面が地面に沿って
補償的に移動することができるようにする。
【００２６】
　コンベア斜面の上昇した端部が洗浄設備の床面の高さに届くと、直ちに、リミット・ス
イッチ(limit switch)によってウィンチが自動的に止まる。
【００２７】
　その後、留め具の固定(fastening)が解除され、前記のコンベア・シャックル装置によ
り、カートの列が１つのカート分だけ、すなわち１つの「積重ね長さ」分だけ前方に移動
する。これについても、自動的に行うことができる。
【００２８】
　列における一番目のカートが留め具を通過すると、留め具は自動的に直立状態に戻り、
再び固定される。該一番目のカートは列から分離され、チェーンの長いコンベア・システ
ムにより洗浄設備の第１の洗浄ステーションに引き込まれる。チェーンの長いコンベヤ・
システムは、例えばレールにより案内され、歯付きベルト(toothed belt)により駆動され
る。
【００２９】
　洗浄プロセスの完了後、カートは、初めのうちは、最後の洗浄ステーションに置かれる
。そこから、カートは、チェーン・システムにより、洗浄設備の床面の高さでとどまって
いるコンベア斜面上に自動的に移される。
【００３０】
　上記の第１のコンベア・シャックル装置と同様の第２のコンベヤ・シャックル装置は、
コンベヤ・シャックル、ケーブル、直線案内ユニットを含み、カートがコンベア斜面上で
捕捉されるようにする。
【００３１】
　カートがコンベア斜面上で完全に乗ると、直ちに、カートは第２のコンベア・シャック
ル装置により、１つの「積重ね長さ」分だけ前方に自動的に移動する。これにより、洗浄
プロセス完了時に最後の洗浄ステーションから出る次のカートのためのスペースが作られ
る。
【００３２】
　列のすべてのカートがコンベア斜面上に置かれると、直ちに、前記斜面が前記ウィンチ
によって地面まで下降する。コンベア斜面を下降させるための案内(guide)が設けられる
。地面に配置された斜面の部分は、前記ローラにより移動される。最後に、コンベア・シ
ャックルが開いて、カートの列がコンベア斜面から手で押し出される。
【００３３】
　ここで、異なる記載が明白になされていない限り、本発明は、好ましくは、前記の順序
が自動的に行われるように構成されることを強調しておく。
【００３４】
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　前記したように、カートを積み重ねて移動清掃設備へ搬送することができる。カートは
、移動清掃設備に送給される前に、本発明の装置により自動的に分離される。カートは、
送給されたときと同一の側で該清掃設備から取り出され、自動的に積み重ねられる。この
システムの決定的な利点は、特に、移動清掃設備を１人だけで操作することができ、ショ
ッピング・カートが直線的な洗浄設備内を通って一方向に案内される従来の清掃設備と比
べて、本設備が必要とするスペースははるかに小さいということである。本発明に従う移
動清掃設備を輸送して清掃プロセスを含む動作を実行させることのできるトラクター(tra
ctor)から、該移動清掃設備を取り外す必要がない。積み重なった列で移動清掃設備に供
給されるショッピング・カートの取外しおよび分離、該設備内を通過するカートの搬送、
および該移動清掃設備を通過した後のカートの回収を、異なる大きさおよびタイプのショ
ッピング・カートに適合させて行うことができる。
【００３５】
　湿式清掃プロセスの前に、乾式清掃プロセスの一部として圧縮空気ジェットをカートに
噴射して、軽量の固体を除去して次の湿式清掃を妨げないようにすることができる。
【００３６】
　移動清掃設備を霜の影響から守るために、加熱装置および自動温度監視制御システムを
設けて、外部温度が氷点下でも、該設備が故障せずに動作することができるようにするこ
とができる。
【００３７】
　本発明に従うショッピング・カート用の移動清掃設備は、例えば、全部で６つのステー
ションから構成することができる。該設備に送給される各ショッピング・カートについて
以下の清掃プロセスが連続して行われる。
【００３８】
　ステーション＃１ａ：軽量の固体および小さなごみ粒子を吹き飛ばす（推奨される所要
時間は、例えば、各カートにつき５秒である）。
【００３９】
　ステーション＃１ｂ：化学洗浄剤の使用および作用（推奨される所要時間は、例えば、
各カートにつき２５秒である）。
【００４０】
　ステーション＃２：カートに５方向（前、後、右、左、上）から作用する回転高圧ノズ
ルから出る加圧された水噴射によりカートを洗浄し、カート表面の完全な清掃が確実に達
成されることができるようにする（推奨される所要時間は、例えば、各カートにつき３０
秒である）。
【００４１】
　ステーション＃３：回転ブラシによるカートの清掃。使用済みの水をブラシで自動的に
散水することが行われる（推奨される所要時間は、例えば、各カートにつき３０秒である
）。
【００４２】
　ステーション＃４：浄水でカートを入念にすすぐ（推奨される所要時間は、例えば、各
カートにつき３０秒である）。
【００４３】
　ステーション＃５：温風を供給してカートを乾燥させる（推奨される所要時間は、例え
ば、各カートにつき３０秒である）。
【００４４】
　ステーション＃６：温風を供給してカートを最終的に乾燥させ（推奨される所要時間は
、例えば、各カートにつき３０秒である）、次に化学消毒薬を噴霧して病原性物質を殺し
、および／または、カートの車軸に潤滑油を塗布して、車輪と車軸との間の摩擦抵抗を減
少させる（推奨される所要時間は、例えば、各カートにつき３０秒である）。
【００４５】
　ステーション＃４において、カートのすすぎ中の浄水の消費量を減らすために、空気と
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浄水の混合物を霧状に生成する噴霧装置(atomizing device)をオプションとして使用する
ことができる。さらに、カートを清掃するために使用した水を浄化して再使用することが
、本発明による解決策で提供される。この目的のため、汚れた洗浄液および使用済みの水
が、水処理設備内でフィルタにより、さらには、化学添加剤および／または生物学的添加
剤の混合物により浄化され、清掃区域に戻される。
【００４６】
　当業者ならば容易に理解するように、本発明は、前記の実施形態に限定されるものでは
ない。開示された特徴に加えて、特許請求の範囲で開示された本発明の適用分野から著し
く逸脱することなく、多くの修正および変更を行うことが可能である。
【００４７】
　本発明による方法は、例えば、ショッピング・バスケット、配膳要カート(serving tro
lley)、飲料用ボックス(beverage box)、クレーと(crate)、樽(barrel)、ボイラ(boiler)
、タンク、ゴミ箱(refuse bin)、および／またはあらゆる種類のコンテナのような、あら
ゆる種類の商品、品物および物体のための車両、貯蔵および／または輸送コンテナの清掃
にも有利に適用することができる。
【００４８】
　基本発明の更なる利点および有用性は、従属請求項から、かつ図面に示す本発明の好ま
しい実施形態に関する以下の説明からもたらされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　以下、図１～４を参照して、本発明の第１の実施形態に含まれるアセンブリの機能につ
いて詳細に説明する。
【００５０】
　清掃ステーション
　本発明の好ましい実施形態では、個々の清掃ステーション１０２、１０４、１０６、１
０８、１１０、１１２、および／または１１４において、以下の清掃プロセスが実行され
る。
【００５１】
　ステーション１０２では、空気噴射装置を使用して、固体残留物、ごみくず、および／
またはごみ粒子が吹き飛ばされる。高圧の水および／または回転する散水ブラシと組み合
わせて化学洗浄剤を供給することにより、ステーション１０６および１０８における清掃
プロセスを強化し、促進させることができる。本発明の好ましい実施形態によれば、供給
された化学洗浄剤の残留物を除去するために、清掃済みのカートについて、低圧の水を使
用する少なくとも１つのすすぎプロセスがステーション１１０において実行される。次に
、ステーション１１２および１１４のそれぞれにおいて、清掃済みのカートに対し、温風
を供給する乾燥プロセスが実行され、清掃済みのカートの乾燥を促進させる。乾燥プロセ
スが完了したならば、オプションとして、病原性物質を殺すために、清掃されて乾燥され
たカートに化学消毒薬を噴霧することができる。本発明による最後の乾燥プロセスが完了
すると、カートの車軸に潤滑油が塗布されてカートの車輪と車軸との間の摩擦抵抗を減少
させ、これにより車輪と車軸の耐用寿命を長くし、また、カートの移動により生じる騒音
レベルを低く維持することができる。
【００５２】
　個々のステーション１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／また
は１１４で実行される個々の清掃、乾燥、消毒、およびメンテナンスの動作間における有
害な相互作用、使用済みの水と浄水との混合、および、使用した化学洗浄剤および／また
は消毒薬の望ましくない混合を確実に避けるために、移動清掃設備１０１の個々のステー
ション１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／または１１４の間に
、隔離仕切り１１６を挿入することができる。このようにして、異なるステーションで実
行される清掃、乾燥、消毒、およびメンテナンスの動作間の有害な相互作用、使用済みの
水と浄水との混合、および、使用した化学洗浄剤および／または消毒薬の望ましくない混



(11) JP 4148889 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

合を避けることができる。仕切り１１６は高さを調節することができ、脇に折り畳んでお
くことができ、または、丸めておくことができる。
【００５３】
　本発明に従う移動清掃設備１０１は、また、すべてのステーション１０２、１０４、１
０６、１０８、１１０、１１２、および／または１１４のための一体型の集水桶（integr
ated collecting trough）２０２を含み、この集水桶には、分流された使用済みの水が集
められ、使用済水タンク３２０内へ送られる。この集水桶２０２には、目の粗いふるい１
１８と監視ユニットとが組み込まれ、この監視ユニットにより、空気噴射された粗いごみ
粒子が使用済水タンク３２０に入ったりしないように、また送給管を詰まらせたりしない
ようにする。前記目の粗いふるい１１８の後ろには、交換可能なフィルタ部品を持つフィ
ルタ・ユニットが配置され、これにより、使用済みの水が使用済水タンク３２０に届く前
に、細かいごみ粒子を使用済みの水から除去して、該使用済みの水を更なる清掃プロセス
で再使用することができるようにする。
【００５４】
　カートの送給、搬送、および取出し
　電気により、油圧により(hydraulically)、および／または空気圧により(pneumaticall
y)駆動される送給装置(feed device)および取出装置(removal device)の取り入れ口（入
口）４０２ｂおよび取り出し口（出口）４０２ｃのために、例えば、ヒンジ付斜面（hing
ed ramp）１２０および／または１２２、つり上げプラットホーム（lifting platform）
、上昇シリンダ(rising cylinder)３０４、コンベア・ベルト２０４、および／またはウ
ィンチ(winch)３０２を使用することができる
　カートの送給および取出しと、移動清掃設備１０１の個々のステーション１０２、１０
４、１０６、１０８、１１０、１１２、および／または１１４の作業順序の、時間的な調
整および制御が、中央制御システムにより、本発明の好ましい実施形態に従って実行され
る。該中央制御システムは、さらに、ショッピング・カートの清掃に必要な限界的な条件
(marginal condition)をも制御する。
【００５５】
　これらの限界的な条件は、例えば、供給される浄水の量、潤滑油および／または化学洗
浄剤の量、消毒薬の量、取り出された使用済みの水の量を含むことができ、また、浄水、
使用済みの水、潤滑油および／または化学洗浄剤、および消毒薬の温度および／または圧
力等の物理パラメータを含むことができ、また、これらの流体の供給および除去のタイミ
ングを含むことができる。
【００５６】
　特に図１に見られるように、本発明によれば、清掃すべきショッピング・カートを入れ
る入口４０２ｂおよび清掃済みのカートのための出口４０２ｃが、コンテナ４０２の同一
の側面４０２ａに配置される。本発明によれば、この側面は、コンテナの後端面である。
したがって、本発明は、入口および出口がコンテナの同一の端部に配置されるという点で
、洗浄設備の公知の原理（取入れおよび取出しが、洗浄設備の対向する端で実施される）
と異なっている。これは、たとえばコンテナ４０２が大型輸送車のセミトレーラの場合、
該コンテナ４０２を大型輸送車の上に載せたままでよく、該コンテナ４０２を、動作中に
該大型輸送車から切り離したり引下げたりする必要がないという利点を有する。さらに、
この構成は、コンテナ４０２の後部３２０を経済的に使用してユニットやコンテナ等を収
容することができるという利点を有する。
【００５７】
　図１に見られるように、本実施形態によれば、実際の「洗浄設備」は、少なくとも２つ
の平行なトラックを含む。これは、「洗浄設備」における少なくとも２つのステーション
が、互いに、かつコンテナ４０２の縦軸に対して、横方向にオフセットされて配置される
ことを意味する。これにより、洗浄設備のＵ字型構成が作られる。この「Ｕ」の２本の脚
は、洗浄ステーションが配置されるトラックを示し、「Ｕ」の接続リンクの部分は、コン
テナ４０２の縦軸を横切るカート等の搬送部分に対応する。
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【００５８】
　前記したように、本発明の移動清掃設備１０１によれば、洗浄設備は、ほぼＵ字型の経
路に従っており、洗浄設備の入口４０２ｂおよび出口４０２ｃが、コンテナ４０２の同一
の端部４０２ａに配置されるようになっている。これにより、汚れたカートを該設備に送
給するのと同じ場所で、清掃済みのカートが該移動清掃設備から取り出されるという処理
上の利点が得られる。コンテナ４０２の有利なレイアウトに加え、このことにより、清掃
されて積み重ねられたカートを、汚れた（積み重なった）カートが清掃のために送給され
たのと同じ場所から回収することができるという更なる利点が得られる。したがって、清
掃済みのカートを、所定の回収場所に手で押し戻すという時間のかかる作業が不要になる
。
【００５９】
　コンテナ４０２の内部には床に取付けられた移送装置２０４があり、移送装置２０４は
、コンテナ４０２の縦軸に実質的に平行に、少なくとも１つの区画１０２、１０４および
／または１０６、１１０および／または１１２にカートを移送し、かつコンテナ４０２の
縦軸を実質的に横切る少なくとも１つの更なる区画１０８および／または１１０にカート
を移送する。したがって、カートは３方向に搬送される。すなわち、最初にコンテナ４０
２の縦軸に対して平行にコンテナ４０２内へ（ステーション＃１ａおよび＃１ｂからステ
ーション＃３へ）、次にコンテナ４０２の縦軸を横切って（ステーション＃３からステー
ション＃４へ）、最後にコンテナ４０２の縦軸に対して平行にコンテナ４０２の外へ（ス
テーション＃４からステーション＃６へ）搬送される。
【００６０】
　斜面から洗浄設備内へカートを自動的に移送するために、チェーンの長いコンベア・シ
ステムが設けられ、該コンベア・システムは、レールにより案内され、歯付きベルト(too
thed belt)により駆動される。洗浄設備内では、チェーン駆動(chain drive)によりカー
トの自動移送が行われる。
【００６１】
　空気圧による駆動手段により、カートが第２の洗浄ステーションから第３の洗浄ステー
ションへ押入される。第３の洗浄ステーションから第４の洗浄ステーションへの移送は、
コンテナの縦軸を横切って行われ、カートは、２つの空気圧平行グリッパ(pneumatic par
allel gripper)により前部を把持され、空気圧駆動直線ユニット(pneumatically driven 
linear unit)により第４の洗浄ステーションへ押入される。第４の洗浄ステーションから
第５の洗浄ステーションへ、およびその先の第６の洗浄ステーションへの移送は、空気圧
による駆動手段およびチェーン・コンベアにより再び行われる。
【００６２】
　清掃すべきショッピング・カートをコンテナ４０２内の移動清掃設備１０１に送給する
ため、各列がＮ個のショッピング・カート（Ｎ≒２０）からなる、Ｋ列（各列は、以下の
式により表される）に積み重なったカートは、降下されたヒンジ付斜面１２０上を、列Ｒ

ｋ，１’の最前部のカート（ＳＴＲｋ，１）が該ヒンジ付斜面１２０端部にある留めシリ
ンダ１２６に接するまで、手もしくは機械により押しつけられる。
【００６３】
　　Ｒｋ　≡　Ｒｋ，１’：＝｛ＳＴＲｋ，１，・・・，ＳＴＲｋ，ｎ，・・・，ＳＴＲ

ｋ，Ｎ｝
（ここで、１≦ｋ≦Ｋ）
　次に、特定のフック(hook)を端部に備えたウィンチ３０２のケーブルが、列Ｒｋ，１’
の最後のカート（ＳＴＲｋ，Ｎ）にフック留めされる。その後、上昇シリンダ３０４によ
りヒンジ付斜面１２０が上昇する。このとき、ウィンチ３０２（これは、列Ｒｋ，１’の
カートの上または下に配置することのできる）は、カートを所定位置に保持する。ヒンジ
付斜面１２０が上昇した後、列Ｒｋ，１’の残りのＮ－１個のカートＳＴＲｋ，２～ＳＴ
Ｒｋ，Ｎが、ウィンチ３０２により、ヒンジ付斜面１２０端部にある留めシリンダ１２６
まで運ばれ、列Ｒｋ，１’の最初のカート（ＳＴＲｋ，１）は、自動分離機構により、列
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Ｒｋ，１’から分離される。自動分離機構は、カートを縦方向に移送するためのシリンダ
１２４と、該シリンダ１２４の縦軸を横切って取り付けられた従動シリンダ１２８とから
構成される。
【００６４】
　該最初のカート（ＳＴＲｋ，１）が分離されると、残りの列は以下の式により示される
。
【００６５】
　　Ｒｋ，２’：＝｛ＳＴＲｋ，２，・・・，ＳＴＲｋ，Ｎ｝⊂Ｒｋ，１’
（ここで、１≦ｋ≦Ｋ）
　列Ｒｋ，１’から分離されたカートＳＴＲｋ，１が移動清掃設備１０１に搬送されたと
き、ウィンチ３０２はカートをなお保持している。ウィンチ３０２は、列Ｒｋ，２’の残
りのＮ－２個のカート（ＳＴＲｋ，３～ＳＴＲｋ，Ｎ）を、ヒンジ付斜面１２０端部の留
めシリンダ１２６まで搬送し、それと同時に、列Ｒｋ，２’の一番目のカート（ＳＴＲｋ

，２）が、カートを縦方向に搬送するためのシリンダ１２４と、該シリンダ１２４の縦軸
を横切って取り付けられた従動シリンダ１２８とから構成される前記自動分離機構により
、列Ｒｋ，２’から分離される。
【００６６】
　ｎ番目のカート（ＳＴＲｋ，ｎ）の分離後に残る列は、一般に以下の式により示される
。
【００６７】
　Ｒｋ，ｎ＋１’：＝｛ＳＴＲｋ，ｎ＋１，・・・，ＳＴＲｋ，Ｎ｝⊂Ｒｋ，ｎ’⊂・・
・⊂Ｒｋ，１’
（ここで、１≦ｋ≦Ｋ）
　１≦ｎ≦Ｎ－２について、以下のステップが実行される。
【００６８】
　列Ｒｋ，ｎ’から分離されたカートＳＴＲｋ，ｎが移動清掃設備１０１に搬送されたと
き、ウィンチ３０２はカートを所定位置に保持する。ウィンチ３０２は、列Ｒｋ，ｎ＋１

’の残りのＮ－（ｎ＋１）個のカート（ＳＴＲｋ，ｎ＋２～ＳＴＲｋ，Ｎ）を、ヒンジ付
斜面１２０端部の留めシリンダ１２６まで再び搬送すると同時に、列Ｒｋ，ｎ＋１’の一
番目のカート（ＳＴＲｋ，ｎ＋１）が、カートを縦方向に搬送するためのシリンダ１２４
と、該シリンダ１２４の縦軸を横切って取り付けられた従動シリンダ１２８とから構成さ
れる前記自動分離機構により、列Ｒｋ，ｎ＋１’から分離される。
【００６９】
　（Ｎ－１）番目のカート（ＳＴＲｋ，Ｎ－１）を分離した後の最後のステップでは、１
つのカート（ＳＴＲｋ，Ｎ）から構成される以下の「列」のみが残る。
【００７０】
　　Ｒｋ，Ｎ’：＝｛ＳＴＲｋ，Ｎ｝⊂Ｒｋ，Ｎ－１’・・・⊂・・・⊂Ｒｋ，１’
（ここで、１≦ｋ≦Ｋ）
　この最後のカート（ＳＴＲｋ，Ｎ）は、ウィンチ３０２により移動清掃設備１０１に搬
送される。
【００７１】
　移動清掃設備に送給されたカートの自動分離
　前記したように、自動分離機構は、空気圧または油圧により駆動される留めシリンダ１
２６および従動シリンダ１２８により動作する。留めシリンダ１２６および従動シリンダ
１２８は、カートを縦方向に搬送するのに使用されるシリンダ１２４の縦軸を横切って取
り付けられている。シリンダ１２４は、２つの関連する従動シリンダ１２８を有しており
、該従動シリンダ１２８のそれぞれが、移動清掃設備１０１に搬送されるカートの前輪の
後側に係合する。シリンダ１２４がカートＳＴＲｉを縦方向に搬送した後にその停止位置
に到達すると、該カートＳＴＲｉの前輪が、チェーンまたはベルト・コンベア２０４に位
置付けられ、その後その上を搬送される。シリンダ１２４の作動中、留めシリンダ１２６
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は、次のカートＳＴＲｉ＋１を所定位置に保持して、前のカートＳＴＲｉを移動清掃設備
１０１に送給することができるようにする。カートＳＴＲｉが移動清掃設備１０１に入る
と、留めシリンダ１２６は、カートＳＴＲｉ＋１を解放して、カートＳＴＲｉ＋１がウィ
ンチ３０２によって該停止位置に移動することができるようにする。好ましくは、チェー
ンまたはベルト・コンベア２０４は、コンテナ４０２の床面に配置され、特定の留め金ユ
ニット(catch unit)を備えている。カートは、この留め金ユニットにより、移動清掃設備
１０１内を通って移動する。好ましくは、この留め金ユニットは、カートの車輪の後側に
係合する。
【００７２】
　移動清掃設備のエネルギー供給
　電気、油圧、および／または空気圧により駆動される、カート用の送給装置、清掃装置
、および取出装置のすべてに自給エネルギーを供給するために、少なくとも１つの発電機
を使用する。これにより、移動清掃設備１０１を外部エネルギー源から独立して確実に操
作することができるようにする。
【００７３】
　本発明による解決策の好ましい実施形態の更なる特徴
　本発明の好ましい実施形態では、カートを移動清掃設備１０１に送給する前に該カート
のコイン式ロック(coin-operated lock)を解除すること、およびカートを移動清掃設備１
０１から取り出した後に該カートのコイン式ロックをかけることが手で行われている。し
かし、本発明を、簡単な方法で、自動施錠解錠機構を含むように拡張することができる。
【００７４】
　本発明による解決策は、化学添加剤および／または生物学的添加剤を使用することによ
り、各清掃プロセス後に生成され得られた使用済みの水を浄化する水処理設備をも提供し
て、使用済みの水を、その後の清掃プロセスで使用することができるようにする。この目
的のため、使用済みの水を集めて、水中の粗いごみ粒子および／または細かいごみ粒子を
捕捉するための、少なくとも１つの集水桶(collecting trough)２０２、格子(grating)、
目の粗いふるい(coarse sieve)１１８、および／または交換可能なフィルタ部品を持つフ
ィルタが設けられ、浄化された使用済みの水を、移動清掃設備１０１に戻された後にカー
トの清掃に確実に再使用することができるようにする。
【００７５】
　移動清掃設備１０１を霜の影響から守るために、温度監視付き加熱装置をさらに設ける
ことができる。
【００７６】
　さらに、本発明の好ましい実施形態の移動清掃設備１０１は、以下のものをさらに含む
。
【００７７】
・浄水および使用済みの水、洗浄剤、消毒薬、および潤滑油を供給し、除去するための多
数のポンプ。
【００７８】
・逆流を防ぐのに役立つ、閉鎖（blocking）装置および／または減圧装置としての多数の
弁。
【００７９】
・汚れた使用済みの水を浄化するためのフィルタ、
・浄水および使用済みの水、洗浄剤、消毒薬、および潤滑油を供給し、除去するための配
管。
【００８０】
・清水および使用済みの水、洗浄剤、消毒薬、潤滑油、およびヒーティング・オイルを貯
蔵するためのコンテナまたはタンク。
【００８１】
・液位、温度、および圧力を測定するための計測器。
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【００８２】
・動作温度を調節するための装置。
【００８３】
・細かいごみ粒子を吹き飛ばすための送風装置。
【００８４】
・乾燥プロセスで温風を供給するための送風装置。
【００８５】
・汚れた使用済みの水を浄化するための水処理設備。
【００８６】
これらは、明瞭さを保つために図には示されていない。
【００８７】
　参照符号を付した図１～４の符号の意味は、以下の参照符号一覧を参照されたい。
【００８８】
１００：ショッピング・カート送給システム、ショッピング・カート取出システム、コン
テナ内部、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備を通る縦断面Ｅ－Ｆの図（上から
見た図）。
【００８９】
１０１：全部で６つのステーションから構成される移動清掃設備。
【００９０】
１０２：ステーション＃１ａである。ここでは、軽量の固体および小さなごみ粒子を吹き
飛ばす（推奨される所要時間は、例えば、各カートにつき５秒である）。
【００９１】
１０４：ステーション＃１ｂである。ここでは、化学洗浄剤の使用およびその作用が行わ
れる（推奨される所要時間は、例えば、各カートにつき２５秒である）。
【００９２】
１０６：ステーション＃２である。ここでは、カートに５方向（前、後、右、左、上）か
ら作用する回転高圧ノズルから出る加圧された水ジェットによりカートを洗浄し、カート
表面の完全な清掃が確実に達成されることができるようにする（推奨される所要時間は、
例えば、各カートにつき３０秒である）。
【００９３】
１０８：ステーション＃３である。ここでは、回転ブラシによるカートの清掃。使用済み
の水をブラシで自動的に散水することが行われる（推奨される所要時間は、例えば、各カ
ートにつき３０秒である）。
【００９４】
１１０：ステーション＃４である。ここでは、浄水でカートを入念にすすぐ（推奨される
所要時間は、例えば、各カートにつき３０秒である）。
【００９５】
１１２：ステーション＃５である。ここでは、温風を供給することによってカートを乾燥
させる（推奨される所用時間は、例えば、各カートにつき３０秒である）。
【００９６】
１１４：ステーション＃６である。ここでは、温風を供給することによってカートを最終
的に乾燥させ、次に化学消毒薬を噴霧して病原性物質を殺し、および／または、カートの
車軸に潤滑油を塗布して、車輪と車軸との間の摩擦抵抗を減少させる（推奨される所要時
間は、例えば、それぞれの動作で各カートにつき３０秒である）。
【００９７】
１１６：異なるステーション間の仕切り。
【００９８】
１１８：吹き飛ばされた固体のごみ粒子を保持するための、監視ユニット付きの目の粗い
ふるい。
【００９９】
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１２０：清掃開始前にカートを移動清掃設備に送給するためのヒンジ付斜面。
【０１００】
１２２：清掃完了時に移動清掃設備からカートを取り出して積み重ねるためのヒンジ付斜
面。
【０１０１】
１２４：カートをチェーンまたはベルト・コンベア２０４へ縦方向に搬送するためのシリ
ンダ。
【０１０２】
１２６：シリンダ１２４の縦軸を横切って取り付けられ、積み重なった列で移動清掃設備
に送給されたカートから最前部のカートを分離するための停止点として働く留めシリンダ
。
【０１０３】
１２８：シリンダ１２４の縦軸を横切って取り付けられる従動シリンダ。従動シリンダは
、列から分離されるカートの前輪の後側に係合して、シリンダ１２４の縦方向動作を介し
てカートを列から切り離す。
【０１０４】
２００：ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇していない状態の、カート送給システムおよ
びコンテナ内部を通る縦断面Ｇ－Ｈの図（右から見た図）。
【０１０５】
２０２：使用済みの水を集めて使用済水タンクへ送るための桶(trough)。
【０１０６】
２０４：特定の留め金ユニット(catch unit)を備え、コンテナの床面に配置されたチェー
ンまたはベルト・コンベア。カートは、この留め金ユニットによって移動清掃設備内を搬
送される。
【０１０７】
３００：ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇した状態の、カート送給システム、コンテナ
内部、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備の縦断面Ｃ－Ｄの図（右から見た図）
。
【０１０８】
３０２：カートを移動清掃設備内に自動的に送給するため、カートを保持して運ぶウィン
チ。
【０１０９】
３０４：カートを移動清掃設備内に送給するための上昇シリンダ。
【０１１０】
３０６：高圧ポンプ。
【０１１１】
３０８：低圧ポンプ。
【０１１２】
３１０：清掃プロセスの時間順序を調整し、かつ物理パラメータ（時間、圧力）を調節す
るための制御ユニット。
【０１１３】
３１２：使用されるすべてのユニットのための独立電源用の発電機。
【０１１４】
３１４：浄水および使用済みの水のための複合貯蔵タンク。
【０１１５】
３１６：浄水および使用済みの水、洗浄剤、消毒薬、潤滑油、およびヒーティング・オイ
ルのためのタンク。
【０１１６】
３１８：交換可能なフィルタ部品を持ち、使用済みの水から細かいごみ粒子を除去するた
めのフィルタ。
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３２０：２つの異なる液状媒体を分離するメンブレン（membrane）を持つ液体タンク。
【０１１８】
４００：ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇した状態の、カート取出システム、コンテナ
内部、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備の縦断面Ａ－Ｂの図（右から見た図）
。
【０１１９】
４０２：清掃すべきカートが搬入されて清掃済みの状態で取り出される、移動清掃設備の
ハウジングとしてのセミトレーラまたはコンテナ。
【０１２０】
４０２ａ：セミトレーラまたはコンテナ４０２の後端部。
【０１２１】
４０２ｂ：清掃すべきカートを移動清掃設備内に送給するための入口。
【０１２２】
４０２ｃ：清掃済みのカートを移動清掃設備から取り出すための出口。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】ショッピング・カート送給システム１２０、ショッピング・カート取出システム
１２２、コンテナ内部４０２、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備１０１を通る
縦断面Ｅ－Ｆの図（上から見た図）。
【図２】ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇していない状態の、カート送給システム１２
０およびコンテナ内部４０２を通る縦断面Ｇ－Ｈの図（右側面から見た図）。
【図３】ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇した状態の、カート送給システム１２０、コ
ンテナ内部４０２、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備１０１を通る縦断面Ｃ－
Ｄの図（右側面から見た図）。
【図４】ヒンジ付斜面１２０、１２２が上昇した状態の、カート取出システム１２２、コ
ンテナ内部４０２、およびコンテナ内に配置された移動清掃設備１０１を通る縦断面Ａ－
Ｂの図（右側面図）。
【符号の説明】
【０１２４】
　１０１：移動清掃設備
　１０２～１１４：ステーション
　１１６：仕切り
　１２０、１２２：ヒンジ付斜面
　１２４：カートを縦方向に搬送するためのシリンダ
　１２６：留めシリンダ
　１２８：従動シリンダ
　３０２：ウィンチ
　３０４：上昇シリンダ
　４０２：移動清掃設備のハウジングとしてのセミトレーラまたはコンテナ
　４０２ａ：セミトレーラまたはコンテナ４０２の後端部
　４０２ｂ：清掃すべきカートを移動清掃設備内に送給するための入口
　４０２ｃ：清掃済みのカートを移動清掃設備から取り出すための出口
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